
平成23年度の目標及びその達成に向けた活動計画

都 道 府 県 名 :   福井県
農 業 委 員 会 名 :あわら市農業委員会

法令事務 (遊休農地に関する措置)

1 現状及び課題

※2 目標案には、市町村等が策定した目標を農業委員会が共有している場合には、当該市町村等
の目標を記入して )ヽ差し支えない (以下同じ)

3地域の農業者等からの意見等

管内の農地面積 (A) 遊休農地面積 (B) B/A× 100)

解消後の担い手確保と地権者の意向確認

代晨地面積は、農地法第30条第1項及び第2項に規定する農地の禾I
第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

平 23年度の日標案及び活動計画案

目 標  案
遊休農地の解消面積 12ha

日標案設定の考え方 :20年から22年の3年間で累計33.8ha解消されており、平
均解消面積が11.2haである。

活
動
計
画

農地の利用状況
調査

調査実施時期 調査員数 (実数) 1調 査結果取りまとめ時期
5月 ～ 12月 30人1    6月 ～2月

調査方法
耕作放棄地フォローアンプ調査として丘陵地の畑の全筆を調査し、地権
者の意向を確認のうえ、畑に再生し、担い手に利用権を設定する。

遊休農地への指導 実施時期 :6月 ～2月

※ 1 目 は、1年間に1の の せ る

目標案に対する意見等

活動計画案に対する
意見等

の か 見等について の

(4)地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成23年度の目標及び活動計画

目  標 遊休農地の解消面積 ha

活
動
計
画

農地の利用状況
調査

調査実施時期 調査員数 (実数) 調査結果取りまとめ時期

月～ 月 人 月～ 月

調査方法

遊休農地への指導 実施時期 :月 ～ 月



Ⅱ 促進等事務

1 認定農業者等担い手の育成及び確保

(1)現状及び課題

※2活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

(3)地域の農業者等からの意見等

るかを記入

現 状

農家数 965万百 認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

うち主業農家 93ア百
101経営 27法人 4団体

農業生産法人抑 38法人

課 題 担い手の掘り起こしと農業生産法人の育成

※ 蛮 に イ

(2)平成23年度の目標案及び活動計画案

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

目 標 案
10経営 2法人 0団体

目標案設定の考え方 :特定農業団体4のうち2団体を法人化する。

活動計画案
担い手の掘り起こしとホー
ムページに認定農業者制
度について掲載する

特定農業団体4団体の集
会に出向き、法人化への

誘導を実施する

農家組合の集会に出向き
特定農業団体制度につ
いて周知を図る

1 1 1 させ

目標案に姑する意見等

活動計画案に対する
意見等

の について して

(4)地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成23年度の目標及び活動計画

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

目 標 経営 法人 団体

活動計画



2 担い手への農地の利用集積

(1)現状及び課題

※2活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

(3)地域の農業者等からの意見等

現 状

管内の農地面積 これまでの集積面積 集積率

3,895ha 1,435ha 36.8496

課    題 農業従事者の減少・高齢化による耕作放棄地の増加、分散された農地の集積
利用促進

′ま において担い てし を

(2)平成23年度の目標案及び活動計画案

目 標 案
集積面積 100ha

目標案設定の考え方 :22年度の実績は34haであるが、戸別所得補償制度の規
模拡大加算による新規設定の増加を見込んだ。

活動計画案
終期到来時に再設定の通知するとともに、再設定しない場合は耕作状況を確認
し、利用権設定を推進する。農地利用集積円滑化事業を推進し、利用権の設定
を推進する。

※1 目標案は、1 せるカの1)09

目標案に姑する意見等

汚動計画案に対する
意見等

見等につい して 入

(4)地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成23年度の目標及び活動計画

目 標 集積面積 ha

活動計画



現 状
(平成23年 4月 現在)

管内の農地面積 (A) 違反転用面積 (B) 割合 (B/A× 100)

3,895ha 0.4ha 0,0091

課 題

違反転用については、農地法の周知が不十分なことによるものがほとんどであ
る。農地法の周知を図るとともに、違反転用の発見と適切な指導を実施する必要
がある。また、違反転用の早期発見と適切な指導を実施するため、関係機関との
連携が必要がある。

において 4 又 は

3 違反転用への道正な対応

(1)現状及び課題

転用されている農地の総面積を記入

(2)平成23年度の目標案及び活動計画案

※2活動計画案は、日標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

(3)地域の農業者等からの意見等

目標案に姑する意見等

活動計画案に対する
意見等

※ 蛮意見等について、同内容のモぅのは集約して

(4)地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成23年度の目標及び活動計画

目 標

活動計画

※その他の促進等事務
上記 1から31こ掲げる事務以外の促進等事務について、次年度の目標及びその達成に向け
た活動計画を作成する場合には、それぞれの事務ごとに、上記1から3の様式に準じて取りまと
めること。

て

目 標 案
違反転用の解消面積 0。 4 ha

目標案設定の考え方 :農地に復元可能な案件について指導する。

活動計画案

・(違反転用の是正指導)違反転用者には現状回復までの計画書の提出を求
め、指導する。
・(違反転用発生防止)8～ 11月 に農地パトロールを実施するとともに、農地法制
度について市広報誌及びホームページに掲載する。

1 目堀罵寡罰ま、1 イこ せるか


